
 

 

 

 

 

 

令和３年第３回（９月） 

粕 屋 町 議 会 定 例 会 
 

一 般 質 問 通 告 一 覧 表 
 

通 告 順 
 

議   員   氏   名  
 

１ 田 川 正 治 

２ 本 田 芳 枝 

３ 案 浦 兼 敏 

４ 久 我 純 治 

５ 川 口   晃 

６ 福 永 善 之 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



通告順 ＮＯ．１   質問者１０番  田 川 正 治 
 

質 問 事 項 

 

 

質 問 の 要 旨 

 

 

質問の相手 
 

 

新型コロナウイルス感 

染症防止のワクチン接 

種状況や、ＰＣＲ簡易

キット検査の進捗状況

と今後の対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ感染患者や自然

災害の避難所について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35人学級実施に合わせ

たクラス編成と特別支

援学級の生徒や教師の

配置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（１）ワクチン接種者数の状況や今後の接種目標と体制、さ 

らに国から届くワクチン不足に対応した、今後のワク 

チン接種計画は 

 

（２）ワクチン接種やＰＣＲ検査は、接種業務に従事する町

職員や住民と直接接触する機会の多い町職員を優先し

て行うべきと考えるが 

 

（３）感染者の自宅待機による病状悪化を防ぐために町とし 

て施設を確保し、医師や看護師を配置して治療できる 

体制を検討すべきと考えるが 

 

（４）ＰＣＲ検査を教職員や学童保育指導員、幼稚園教諭や

保育士、ワクチン接種に躊躇するケースが多い児童・

生徒に対し定期的に検査して感染拡大を防止すべきと

考えるが、ＰＣＲ検査の具体的な進捗状況は 

 

 

 

 

 

（１）災害時の新型コロナウイルス感染症患者の自宅待機者 

の避難所は、台風や水害などの自然災害の避難所とは 

別に確保すべきと考えるが 

 

（２）学校の体育館は災害時の避難所に指定されており、学 

校施設の改修予算でなく、避難施設のエアコン設置と 

して改修すべきと考えるが 

 

 

 

 

 

（１）新型コロナウイルス感染症が低年齢化しており、文科

省が指導している教室内での机の間隔を１ⅿ以上広げ 

る対策と計画の検討は 

 

（２）特別支援学級の児童・生徒を加算すれば、１クラス35 

人学級より多い児童・生徒が教室で授業を受けてい 

る。学年のクラス数を増やすなど対策は 

 

（３）特別支援学級での児童・生徒の授業環境の整備や児 

童・生徒数の見直し、また、病休などで休職中の教師 

の欠員補充を直ちに行うべきと考えるが 

 

 

 

 

 
 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

大川小学校でのフッ化 

物洗口の実施による検 

証について 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校でのフッ化物洗口は何を実施の指針としているの 

か。また、実施後の成果や問題点を集約し、教師や保 

護者へ報告・説明をしたのか 

 

（２）フッ素入り洗口液は、希釈前は劇薬指定になってお 

り、児童が使うためには希釈が必要だが、どの様な方 

法で希釈しているのか 

 

（３）個々人の児童が誤ってフッ素入り洗口液を飲み込むこ 

とがないように、安全な実践指導、事故などに責任も 

てる職場環境になっているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 



通告順 ＮＯ．２  質問者１３番   本 田 芳 枝 
 

質 問 事 項 

 

質 問 の 要 旨 

 

 

質問の相手 
 

 

町立中央保育所建替え

の進捗状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園は2018年から、

小学校は2020年から、

中学校は2021年から全

面実施される学習指導

要領改訂に対する町の

取組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粕屋町LINE公式アカウ

ントの運用について 

 

（１）令和３年度一般会計当初予算の中央保育所建替え工事

設計委託料2,540万円の執行状況は 

 

（２）町立の未就学児施設の意義、町立と私立の施設の今後

のあり様についてどのように考え、想定しているのか 

 

（３）未就学児保育・教育の小学校教育への活かし方・連携

を町長・教育長に問う 

 

 

 

 

（１）令和３年度粕屋町教育行政の目標と主要施策の主な取

組み・事業の「これからの未来を力強く生きる子ども

の育成」の中での、確かな学力、心豊かなたくましい

子どもを育む教育の充実について、教育委員会の基本

的な見解は 

 

（２）新学習指導要領を粕屋町の教育行政にどのように取入

れるかについての研修などの具体的な取組みは 

 

（３）アクティブラーニングを実践するために読書活動推進

が有効と思われるが、教育委員会の見解は 

 

（４）小・中学校図書館の図書費の増額は 

 

（５）未就学児保育・教育における読み聞かせの有効性につ

いての教育委員会の見解は 

 

（６）ダイアロジック・リーディングという読み聞かせの考

え方についての検討は 

 

（７）第３次子ども読書活動推進計画の検証と第４次策定の

進捗状況は 

 

 

 

 

（１）国が高齢者への対応で、スマホの無料講習会を６月か

ら全国で始めると発表した。デジタル格差の解消が重

要な政策課題と思われるが、町の対応は 

 

（２）広報かすや８月号掲載「道路の舗装や公園の遊具など

の損傷、不具合を発見した際、住民の皆さんが町へ通

報できる機能を追加しました（試験運用）」の内容に

ついて問う。所管課の対応について、命の危険が伴う

ものは早急に対応しなければならないが、今後の執行

基準（優先順位や予算執行）は 

 

 

町 長  

教育長 
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町 長 



通告順  ＮＯ．３  質問者 ７番   案 浦 兼 敏 
 

質 問 事 項 

 

 

質 問 の 要 旨 

 

 

質問の相手 
 

 

職員の人材確保と育成

は 

〇定員管理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇職員採用試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇多様な人材の 

確保・育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極的な情報公開に向

けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粕屋町職員の確保と育成について、町長の考えを問う。 

 

（１）令和３年度末の退職予定者数、採用予定者数、令和４

年度の職員数は 

 

（２）令和３年度末に大量退職が見込まれるのに対して、採

用予定者数が低く抑えられている理由は 

 

（３）定員管理計画は、近隣町や類似団体との比較だけでな

く、各課ヒアリングなどにより業務量を把握した上

で、策定されたものであるか。 

新たな業務が発生した場合、５年間の計画期間の中で 

見直されるものか 

 

（４）職員採用試験を２回に分けて行う理由は 

 

（５）第１回募集の各職種の採用予定者数、応募者数、一次

試験合格者数は。 

第２回募集の各職種の採用予定者数は 

 

（６）新卒だけでなく民間経験者を積極的に採用するため、

更に年齢要件を緩和しては 

 

（７）技術職については、福岡都市圏における人事交流を積 

極的に進め、人材の確保・育成を図るべきではないか 

 

（８）企業立地・ＩＣＴなどの新たな分野や専門的な業務に 

対応できる人材確保のため、知識・経験がある者を専 

門職として選考採用するなど、多様な人材を確保・育 

成する方法を検討すべきと思うが、町長の考えは 

 

 

 

 

粕屋町における積極的な情報公開について、町長の考えを 

問う。 

 

（１）情報公開条例の目的、実施機関の責務は 

 

（２）非開示情報にはどのようなものが該当するか。 

その具体的な例示がなされているのか 

 

（３）議会に提出された文書・資料等で非開示情報に該当す

るものは、どのようなものがあるか 

 

（４）非開示情報は、具体的な基準をもとに運用しないと情

報公開の目的を達成できない。 

積極的な情報公開に向けて、町長の考えは 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



通告順 ＮＯ．４  質問者１２番   久 我 純 治   
 

質 問 事 項 

 

質 問 の 要 旨 

 

 

質問の相手 
 

 

福岡市営地下鉄のＪＲ 

長者原駅接続について 

 

 

 

 

 

 

住民投票条例の制定に 

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）粕屋町として接続促進期成会に対する対応については 

 

（２）実現するために粕屋町として何かすることはないので 

すか 

 

 

 

 

（１）以前、福岡市から合併の申入れがあった際、合併を断 

った理由は 

 

（２）粕屋町が人口５万人超えると、単独で市制を進めるの 

か、他の自治体との合併か 

 

（３）福岡市との合併は。福岡市との合併の話が進めば、福 

岡市営地下鉄の話し合いも進展すると思うが 

 

（４）町にとって重要な案件は、住民投票で進めたら住民の 

意識も変わると思うが 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



通告順 ＮＯ．５  質問者 ９番  川 口   晃    
 

質 問 事 項 

 

質 問 の 要 旨 

 

 

質問の相手 
 

 

コロナウイルス感染症 

の拡大防止を目指して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「重要施設周辺及び国 

境離島等における土地 

等の利用状況の調査及 

び利用の規制等に関す 

る法律」に関して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全な通行を目指して 

 

 

 

 

 

 

（１）粕屋保健所管内の陽性者率や入院者率等の指標はど 

うなっていますか。現在の状況を説明して下さい 

 

（２）施設や学校等での感染者の拡大を防止する対策はど 

うなっていますか 

 

（３）入院または自宅療養の感染者の状況とこれらの人に 

対する措置・対策はどのように考慮されていますか 

 

（４）生活困窮者に対する支援について、今後の具体的措 

置は考慮されていますか 

 

 

 

 

（１）この法律が規制対象にしている基地・建物・施設等 

を示して下さい 

   

（２）粕屋町は福岡空港に非常に近い距離にありますが、 

この法の影響を受ける地域は存在しますか 

 

（３）点在している福岡空港事務所管理の土地も、この法 

が示す物件に該当しますか 

 

（４）粕屋町には大きな変電施設が幾つかある。これらの 

施設は法が示す重要インフラに該当しますか 

 

 

 

 

（１）柚須西信号の横断歩道と阿恵橋から柚須信号までの 

歩道上の電柱の移設工事の進捗状況はどうなってい 

ますか 

 

（２）道徳信号から四軒屋信号までの歩道の設置はどうな 

っていますか 

 

（３）ＪＲ福北ゆたか線の柚須２号踏切の歩道の設置はど 

うなっていますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



通告順 ＮＯ．６  質問者１１番  福 永 善 之    
 

質 問 事 項 

 

質 問 の 要 旨 

 

 

質問の相手 
 

 

飼い主のいない猫につ 

いて 

 

 

 

 

町立小・中学校の経営

及び施設等について 

 

 

 

 

 

 

 

飼い主のいない猫に関し、どのような苦情がありますか。 

その対処方法（予算含め）をどの様に考えていますか 

 

 

 

 

（１）主権者教育 

主権者教育とは、「社会で起きている物事について、主 

体的に考え行動できる人間を育成するための教育」とあ 

ります。 

小・中学校の取組み実績は 

 

（２）校則 

小・中学校の校則は、時代の変化とともに見直しされて 

いますか。 

また、一般に公開する考えはありますか 

 

（３）制服 

中学校２校のうち１校は、制服を刷新したと聞く。 

見直しにあたり、生徒の声をどの位取り入れましたか。 

また、性的少数者（LGBT）の声は、反映されていますか 

 

（４）トイレ 

某トイレメーカーと LGBT総合研究所は、2018年に LGBT 

など、1,136人にアンケートを実施している。 

内容は、心と体の性が一致しない「トランスジェンダ 

ー」の人が、体の性に応じたトイレを使うことに違和感 

を覚えた時期を問うている。 

「10～12歳（小学校高学年）」 

「13～15歳（中学生）」がそれぞれ約 14.3％と最も多 

かったようだ。 

小・中学校に､性的少数者が気兼ねなく使用できるトイ 

レの設置について、町の考えは 
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教育長 

 

 

 

 

 

 


